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ひまわり証券株式会社 
関東財務局長（金商）第 150号（金融商品取引業） 
加入協会：社団法人金融先物取引業協会・日本証券業協会 

※2月 4 日（月）より 

 

日本国外の金融機関宛て送金の取扱停止のご案内 

 

 

平成 20 年 2 月 4 日（月）より、日本国外の金融機関への送金予約受付を停止させていただきま

す。 

国外金融機関宛ての送金は、かねてよりマネーロンダリングの危険性を指摘され、証券会社を

経由した一般顧客の海外送金は、社会通念上、疑問視されておりました。 

昨今それに加え、これまで送金時に金融機関を識別する際に統一されていた SWIFT コードのほか、

送金先の国によって異なる金融機関識別コード（IBAN、ABA など）を要求されることや厳重な確認

のために、お客様の希望された送金日に執り行えないケースも出来しております。 

上記の事由から、現在ご利用のお客様にはご不便をおかけいたしますが、日本国外の金融機関

への送金業務を停止いたします。 

 

国内の金融機関への外貨の送金自体は今まで通り承りますが、2 月 4 日（月）以降は弊社から

の国外金融機関への送金は例外なく不可となります。決済など期日の決まった外貨の送金の必要

があるお客様は、早めに国内金融機関へ送金先の指定を変更していただきますようお願いいたし

ます。 

 

 なお、1 月 10 日（木）をもちまして、「変更及び追加申請書」による日本国外の金融機関の追

加・変更は終了させていただいております。 

 

ご不明な点などがございましたら下記までお問い合わせください。 

カスタマーサービスグループ FX カスタマーチーム 

フリーコール：0120-24-9686（月曜 07:00～土曜 06:40・24 時間） 

E-mail：forex@sec.himawari-group.co.jp 

 


